
 

組織改革の概要(案) 

 

（部、課変更分のみ掲載：別紙 組織改革（案）を参照） 

○企画政策部 

・新たに総合戦略課を新設 

・秘書広報課が市長直轄へ移行し、名称を秘書広報広聴課に変更 

・行財政改革推進室を行財政改革推進課に変更 

・情報システム課を情報政策課に変更し、網野庁舎から峰山庁舎に移転 

○総務部 

・職員課を人事課に変更 

○医療改革推進政策監 

 ・医療事業部を廃止し、医療改革推進政策監を新設 

 ・地域医療課は病院内事務組織に変更 

○ 農林水産部 

・農林部から農林水産部へ変更 

・水産課を海 業
うみぎょう

水産課に変更し、商工観光水産部から移行（水産課の場所は現行どおり） 

・現在の農業振興課、農村整備課、林業振興課を、農村調整課、農村振興課、農村整備課に

変更 

○ 商工観光部 

・商工観光水産部から商工観光部へ変更 

・丹後の魅力発信拠点整備推進室を丹後の魅力総合振興課に変更 

・水産課を農林水産部へ移行 

○市民局 

・地域総務課、地域福祉課を統合して市民福祉課とし、地域事業課との２課体制とする。 

○農業委員会 

・久美浜庁舎から大宮庁舎へ移転 

◎まとめ 

・９部を８部に減。1 政策監（部長級）の新設 

・市民局６課、地域医療課を廃止し、１課（総合戦略課）を新設（７減１増） 

 

今後の予定(案) 

・ 12 月議会で組織改正条例提案 

・ 18 年 4 月組織改革実施 

 


